
台東区地域型保育給付費支給要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）

第２９条第５項の規定により、特定地域型保育事業者（法第２９条第１項の特定地域型保

育事業者をいう。以下同じ。）が行う家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成

２６年４月３０日厚生労働省令第６１号。以下「最低基準」という。）に基づき行う保育及

び最低基準を超えて行う保育の充実に要する経費について、必要な事項を定めることを目

的とする｡ 

 

（地域型保育給付費の支給） 

第２条 東京都台東区教育委員会（以下「委員会」という。）は、特定地域型保育事業者に対

し地域型保育給付費として、第１号、第２号及び第３号に掲げる費用の額から、第４号に

掲げる費用の額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）を支給する。 

(１) 最低基準に基づき行う保育に要する経費 特定教育・保育、特別利用保育、特別利

用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要

する費用の額の算定に関する基準等（平成２７年内閣府告示第４９号。以下「告示」と

いう。）に規定するもの 

(２) 延長保育事業の実施に要する経費 延長保育事業の実施について（平成２７年７月

１７日付雇児発０７１７第１０号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）別紙「延長

保育事業実施要綱」に規定するもの 

(３) 最低基準を超えて行う保育の充実に要する経費 別表第１に規定するもの 

(４) 当該地域型保育事業者が行う保育にかかる利用者負担額 東京都台東区子ども・子

育て支援法に基づく利用者負担に関する規則（平成２７年３月台東区規則第１４号）に

基づき算出した利用者負担額 

２ 前項の場合において、同項第４号に掲げる利用者負担額が未決定の場合は、委員会は、

当該利用者負担額が零であったものとみなして、地域型保育給付費を暫定給付する。この

場合において利用者負担額が決定したときは、速やかに前項の規定により算出した額との

差額を返還しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、保育利用児童（法第２０条の規定に基づく認定を受け、特

定地域型保育事業所（法第２９条第３項第１号の特定地域型保育事業所をいう。以下同じ。）

を利用する子どもをいう。以下同じ。）が利用した特定地域型保育事業所の存する市町村（特

別区を含む。以下同じ。）が、この要綱と異なる基準により地域型保育給付費を支給してい

るときは、委員会と当該特定地域型保育事業所の存する市町村との協議により、対象経費

を定める。 

 

（保育利用児童の年齢計算） 

第３条 保育利用児童の年齢計算は、保育実施施設に入所又は在籍する年度の初日の前日の

年齢を基準として行う。 

 

（地域型保育給付費の請求） 

第４条 地域型保育給付費の支給を受けようとする特定地域型保育事業者は、台東区地域型

保育給付費請求書（第１号様式）に、必要な書類を添えて、別に定める提出期限までに、

委員会に請求するものとする。 



 

（地域型保育給付費の使用制限） 

第５条 特定地域型保育事業者は、この要綱で支給する地域型保育給付費を目的以外に使用

してはならない。 

 

（状況報告） 

第６条 委員会は、地域型保育給付費を支給した特定地域型保育事業者に対し、必要がある

ときは、地域型保育給付費の執行状況について報告を求めることができる。 

２ 委員会は、前項の報告を受けた場合であって、必要があるときは、その処理について適

切な指示をしなければならない｡ 

 

（実績報告） 

第７条 地域型保育給付費の支給を受けた特定地域型保育事業者は、児童福祉法施行規則（昭

和２３年厚生省令第１１号）第３６条の３７第２項の規定により廃止の承認を受けたとき

又は地域型保育給付費の支給にかかる会計年度が終了したときは、廃止の日又は当該会計

年度の終了の日から３０日以内に、委員会に対し特定地域型保育事業所の収支決算報告書

を提出しなければならない｡ 

 

（地域型保育給付費支給の取消し） 

第８条 委員会は、特定地域型保育事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、その全

部又は一部の支給を取り消すことができる｡ 

(１) 偽りその他不正な手段により地域型保育給付費の支給を受けたとき 

(２) 地域型保育給付費を他の用途に使用したとき 

 

（地域型保育給付費の返還） 

第９条 特定地域型保育事業者は、前条の規定による取消しがあった場合において、当該取

消しに係る部分に関し、すでに地域型保育給付費の支給を受けているときは、遅滞なくそ

れを返還しなければならない｡ 

 

（委 任） 

第１０条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

付 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 第２条第１項の場合において、告示に規定する加減調整部分の連携施設を設定していな

い場合については、同項の規定にかかわらず、当分の間、これを適用しない。 

 

付 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成３０年２月１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、平成３０年７月１日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 



   付 則 

 この要綱は、令和４年１月２４日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和４年５月２６日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、令和５年１月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



 

別表第１ 

加算項目 対象事業 経費 給付対象額 
使途 

目的 

支給 

時期 

建物賃借料 

加算※１ 

・小規模保育事業 

・事業所内保育事業 

・家庭的保育事業（保

育の実施場所が、家

庭的保育者等の自宅

の一部である場合

は、実際に建物の賃

借に要した経費につ

いて、居住用の部分

と保育事業用の部分

について、床面積に

より按分して算出す

るものとする。） 

・管理費 

（１）開設後 5年目までの

施設 

実際に建物の賃借に要

した経費（礼金を含み、敷

金、共益費、管理費を除き、

下記に掲げる額を上限と

する。）から、告示に規定

する賃借料加算の加算額

を控除した額に 7/8（平成

28年 11月 1日から平成 29

年 4月 1日までに開設した

施設は、15/16）を乗じて

得た額。 

 

（２）開設後 6年目以降の

施設 

建物賃借料が、告示に規

定する賃借料加算の加算

額の 3 倍を超える施設に

ついて、実際に建物の賃借

に要した経費（礼金、敷金、

共益費、管理費を除き、下

記に掲げる額を上限とす

る。）から、前述の賃借料

加算の加算額を控除した

額に 3/4を乗じて得た額。 

年額：22,000千円 
 

年額 22,500千円 
建物の 

賃借に 

要する 

経費 

毎月 

副食費徴収

免除加算 
・居宅訪問型保育事業 ・副食費 

各月の 3 歳児及び 4 歳以

上児の利用子どもの単価

に加算 

 

4,500 円に各月初日にお

ける加算対象子どもの数

を乗じて得た額。 

台東区に住

所を有する

児童の副食

費相当分 

毎月 

代替保育士 

加算 

・小規模保育事業 

・事業所内保育事業 

・家庭的保育事業 

・人件費 

実際に代替保育士の雇上

に要した経費 

 

１施設あたり 

月額上限 31,920円 

代替保 

育士の 

雇上に 

要する 

経費 

年度

末 



一時預かり

事業実施加

算※２ 

・小規模保育事業 

・事業所内保育事業 

・家庭的保育事業 

・人件費 

・管理費 

・事業費 

子ども・子育て支援交付

金の交付について（平成

28年 7月 20日付府子本第

474号内閣総理大臣通知）

別紙「子ども・子育て支

援交付金交付要綱」で定

める単価に延べ年間利用

人数を乗じた額 

保護者が仕

事・病気・出

産等により

児童の保育

ができない

ときに、一時

的に預かる

事業に要す

る経費 

年度

末 

居宅訪問型

保育利用支

援事業実施

加算 

・居宅訪問型保育事業 ・交通費 

障害、疾病のある児童の

保育を行う際に、要した

交通費実費 

 

児童 1人当たり 

月額上限 20,000円 

障害、疾病の

ある児童の

保育を行う

際に要する

下記の経費 

⑴ 保育者が

児童の居

宅まで通

うために

要する交

通費実費 

⑵ 連携施設

と児童の

居宅を移

動する際

に必要と

なる保育

者の交通

費実費 

年度

末 

※１ 表「建物賃借料加算」について、この補助に該当する事業者は、補助事業完了後に

消費税及び地方消費税の申告によりこの補助部分に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額が確定した場合は、速やかに委員会に報告しなければならない。ただし、この補助

に該当する事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費

税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等（以下「本部等」という。）で消費

税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき

報告を行うこと。この場合において、委員会は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納

付させることがある。 

※２ 一時預かり事業の実施について（平成２７年７月１７日付雇児発０７１７第１１号

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）別紙「一時預かり事業の実施要綱」４（４）及び

「東京都一時預かり実施要綱」４（２）余裕活用型 に該当する一時預かり事業かつ、「台東

区一時保育実施要綱」第３条（保育の種類）に規定する保育のみを実施する一時預かり事業

であること。 


